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「
妻
を
看
取
る
日
」
の
著
者

垣
添
氏
が
、
自
身
の
経
験
と
在

宅
医
療
へ
の
思
い
を
語
り
ま

す
。
安
心
し
て
住
み
慣
れ
た
地

域
で
過
ご
す
た
め
の
、
取
手
市

医
師
会
在
宅
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

紹
介
も
行
い
ま
す
。

▼
日
時　

２
月
８
日
㈰
午
後
１

時
15
分
～
３
時
30
分
▼
会
場   

中
央
公
民
館
▼
講
師　

垣か
き

添ぞ
え

忠た
だ

生お

氏
（
国
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
名

誉
総
長
）
▼
対
象　

守
谷
市
・

取
手
市
・
利
根
町
在
住
・
在
勤
・

在
学
の
方
先
着
４
０
０
人
▼
申

　

平
成
27
年
の
夏
か
ら
、
特
定

疾
患
医
療
費
助
成
の
対
象
と
な

る
疾
患
が
現
在
の
56
疾
患
か
ら

講
演
会　

妻
を
看
取
る
日

～
最
期
は
家
で
迎
え
た
い
～

特
定
疾
患
医
療
費
助
成
の

対
象
が
拡
大
さ
れ
ま
す

登
記
相
談
の
事
前
予
約

サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
り
ま
す

込
方
法　

Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
電
話

で
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先　

取
手
市
医

師
会
事
務
局　

☎
０
２
９
７
・

70
・
７
２
７
７　

０
２
９
７
・

70
・
７
２
８
８

約
３
０
０
疾
患
に
拡
大
さ
れ
ま

す
。
先
行
し
て
、
１
月
１
日
か
ら

１
１
０
疾
患
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
疾
患
や
、
手
続

方
法
の
詳
細
は
、
問
合
先
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

竜
ケ
崎
保
健
所   

☎
０
２
９
７
・
62
・
２
３
６
７

月
２
日
㈪
か
ら
、
登
記
に
関
す

る
相
談
の
事
前
予
約
に
よ
る

サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
待
ち
時
間
の

解
消
が
図
ら
れ
、
利
用
し
や
す

く
な
り
ま
す
。
相
談
時
間
は
１

人
約
20
分
程
度
で
す
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
予
約
・
問
合
先　

水
戸
地
方

法
務
局
取
手
出
張
所　

☎
０
２ 

９
７
・
83
・
０
０
５
７

　市民公益活動団体が自発的に行う全ての公益
性の高い市民活動について、資金面から支援し、

「創出・継続・発展」を促進するための制度です。

▼助成対象事業※①～⑤全てに該当する事業
① 団体自らが新たに行う事業または既存の事業

を拡大・発展させる事業
②市内で行われる事業
③団体の構成員のみを対象とする事業でない
④実施期間が 4 月～平成 28 年 3 月 31 日の事業
⑤ 国、地方公共団体等の公的機関から補助金等

を受けていない事業

▼応募資格
・ 市内に活動拠点があり、構成員が 5 人以上で、

市内在住・在勤・在学者が含まれる団体
・事業計画および収支予算決算の提示が可能
・行政機関が事務局となっていない

▼助成金額・回数
　1 事業につき上限 20 万円（年 1 回に限る）
※対象となる経費等には条件があります

▼申請方法
　 申請書に事業計画書・事業収支予算書・団体

概要書・会員名簿を必要部数添付し、2 月 6
日㈮までに郵送または窓口で提出

＊ 可能な場合はデータも別途提出／募集要項お
よび提出書類様式は、窓口で配布または市
ホームページからダウンロード可

▼提出・問合先　
・市役所市民協働推進課　
　〒 302－0198　守谷市大柏 950－1
　内線 132　 45－6526
　 kyoudou@city.moriya.ibaraki.jp
・守谷市民活動支援センター
　〒 302－0119　守谷市御所ケ丘 5－25－1　
　市民交流プラザ 2 階　
　☎ 46－3370　 46－3320
　 moriyaborantia1@themis.ocn.ne.jp
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水
戸
地
方
法
務
局
で
は
、
２
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